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○県民交通災害共済事務取扱要領 

（趣旨） 

第１ この要領は，県民交通災害共済事務委任規則（昭和50年茨城県市町村総合事務組合規則第

14号。以下「規則」という。）第５条に規定する併任職員（以下「併任職員」という。）の交

通災害共済（以下「共済」という。）に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるもの

とする。 

（事務処理の範囲） 

第２ 併任職員が共済事務に関し処理すべき事項は，別記１のとおりとする。 

（加入事務の処理） 

第３ 共済加入の申込み受理関係事務は，次の要領によって処理するものとする。 

１ 共済加入の申込みを受けたときは，加入しようとする者又はその代理人に共済加入申込書

用紙を交付し，所定の事項を記入させた上これを受領するものとする。 

２ 共済加入申込書を受領したときは，必要事項について点検し，確認するものとする。 

３ 点検確認の結果，正当であると認めたときは，次によって処理するものとする。 

(1) 会費を収納する。 

(2) 共済加入申込書及び会員証の領収印欄に領収印を押印し，次いで加入者数及び会費の合

計額を記入する。 

(3) 共済期間欄には，受付け領収した日の翌日から３月31日までの期間を記入する。この場

合，継続加入申込みにあっては，４月１日から翌年の３月31日までとする。 

(4) 会員番号欄には，整理の便宜上，市町村の記号，番号を記入する。 

(5) 以上の処理をとった後，加入しようとする者又はその代理人に会員証を交付する。 

４ 収納した会費は，申込書の会員数と照合の上，その都度指定金融機関の組合口座に振り込

むものとする。 

５ 共済加入申込書（副）は，所定の分類方法によって保管するものとする。 

６ 併任職員は，毎月，共済加入申込書を取りまとめ，金融機関の保管する会費の金額と照合

の上，（正）を，翌月の10日までに，別記２の送付書を添付し，組合に送付するものとする。 

（見舞金請求決定事務の処理） 

第４ 共済見舞金の請求決定に関する事務は，次の要領によって処理するものとする。 

１ 共済見舞金の請求があった場合には，規則別表様式第４号による共済見舞金請求書を作成

し，会員証，事故証明書，診断書（施術証明書）及び住民票等と照合，その内容を点検して

確認の上，内容が正当である者の証印をし必要により関係者の閲覧に供するものとする。 

２ 確認の終わった会員証は，請求人に返還するものとする。 

３ 併任職員は，請求書に基づき見舞金額を決定し，その旨を会員台帳に記入するものとする。 

４ 併任職員は，規則別表様式第６号による見舞金決定通知書を３部作成し，１部を市町村控
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に，２部を見舞金請求人に交付するものとする。 

５ 請求書は，その都度組合に送付するものとする。 

（起案及び連絡） 

第５ 事務の処理については，市町村長から特に要請のあったもののほか，随時，市町村長との

連絡を行うものとする。 

（広報） 

第６ 交通災害共済の住民への広報については，関係者協力の下に積極的に加入を図るよう行う

ものとする。 

別記１（第２条関係） 

併任職員交通災害共済事務処理事項 

事務の種類 事務処理の範囲 

1 共済加入関係事務 1 共済加入申込書の受理に関する事務 

2 加入しようとする者の資格等点検，確認に関する事務 

3 会員証の交付に関する事務 

4 以上の事務に付随する事務 

2 共済見舞金請求決定関

係事務 

1 共済見舞金請求書の受付に関する事務 

2 共済見舞金請求書の点検確認に関する事務 

3 共済見舞金決定通知書の交付に関する事務 

4 以上の事務に付随する事務 

3 広報関係事務 1 地域住民に対する交通災害共済に関する広報の実施に関する

事務 
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